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1　はじめに

　筆者は，事業所・企業を調査客体とする「事業所・企業統計調査」などの

各種統計調査の結果の精度を一連の論考 1）において考察してきた。近年の

零細自営業や中小企業の深刻な経営不振などの事情は事業所・企業を調査客

体とする統計調査の実地調査にも相当な影響を及ぼしていると考えられる。

本稿では「事業所・企業統計調査」2）を継承する 2009 年に実施された「経

済センサス─基礎調査」結果の精度を考察する 3）。なお，総務省統計局は同

調査において新しい調査方法（後述）を一定規模以上の事業所・企業を対

象に導入したことを理由に調査結果の時系列比較を行っていない 4）が，大

部分の小規模事業所に関する調査結果は従来の調査方式によるものであるの

で，本稿では必要な限りで時系列比較も行う。

　「経済センサス─基礎調査」は「事業所・企業統計調査」「商業統計調査」

「サービス業基本調査」などの事業所を調査客体とする統計調査を継承する

ものと位置付けられている 5）。「事業所・企業統計調査」は，総務庁統計局
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とその後身である総務省統計局によって 1981 年以降 5年周期で実施されて

おり，最後の調査は，2006 年に実施された 6）。

　2009 年「経済センサス─基礎調査」も，総務省統計局によって 2009 年 7

月 1 日 7）を基準日として実施された 8）9）。その調査客体は，全国のほとんど

の事業所・企業である 10）。実地調査は，複数の方式（①民営事業所を客体

とするもので調査員が訪問して調査票 11）を配布し，記入された調査票を後

日回収する方式，②地方自治体・中央府省が設けた事業所を客体とするもの

で首長・官庁を通じて調査票を配布・回収する方式，③一定数以上の民営事

業所が所属する企業の本所 12）を客体にインターネット 13）・郵送により調査

票を配布・回収する方式）および④（①・③を補完する情報収集：対象とす

る事業所・企業に関する商業・法人登記の情報の利用）が併用された。①・

②の方式は 2006 年までの「事業所・企業統計調査」と同一の方式であり，③・

④の方式は今回新たに導入された。このうち①の方式は零細な事業所を主に

対象とするものであり，実数が最も多く，経常的に統計調査を担当していな

い市区町村が実地調査を担当した 14）。

　調査客体の大半を対象とする①の方式による調査票は両面印刷であるが，

調査票の全項目に記入する必要がある事業所は法人企業の本社などの全体の

約 4分の 1だけであり 15），すべての事業所が記入を要する調査項目は表（お

もて）面だけに配置されている。2009 年「経済センサス─基礎調査」の項

目には，企業が設けた事業所の場合の資本金額以外は金銭に関連するものは

含まれておらず，回答の形式も住所・主な事業の内容・従業者数など少数の

項目を除いて選択式であり，記入作業自体は容易であったと考えられる。

　また，回収された調査票の集計作業において次の処理は他の統計調査には

ない「事業所・企業統計調査」「経済センサス─基礎調査」に独特のものである。

すなわち，複数の事業所を傘下に持つ企業については，それらの事業所から

得られた本所・支所の名称・所在地などの情報を利用して「名寄せ」を行う

ことによりその企業全体についての情報が構築されている。

　さらに，この調査の結果は多方面において利用されており 16），集計結果
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以外にも把握された事業所・企業の名簿は標本調査方式によって実施される

他の統計調査の母集団リストとしての利用が計画されている 17）。

注

 1） 山田（2003a）・山田（2003b）・山田（2006）・山田（2008）。
 2） 1996 年調査以降の名称。1991 年以前の調査の名称は「事業所統計調査」。
 3） 2011 年 12 月中旬現在冊子体の集計報告書が発行されていないので，本稿の考

察はインターネット上で公表された集計を利用したものである。
 4） 総務省統計局（2011b）。
 5） 売上高などの経理項目を持つ「経済センサス─活動調査」が 2012 年 2 月に実

施される予定である。
 6） 5 年周期の中間年の 1999 年と 2004 年に簡易調査が実施されている。
 7） 1981 年調査・1986 年調査・1991 年調査・1999 年調査の基準日は 7 月 1 日，

1996 年調査・2001 年調査・2006 年調査の基準日は 10 月 1 日，2004 年調査の
基準日は 6月 1日であった。

 8） 1999 年調査は「商業統計調査」と，2004 年調査は「商業統計調査」・「サービ
ス業基本調査」と共通の調査票に調査項目を掲載する方法によって実施された。
2006 年「事業所・企業統計調査」および 2009 年「経済センサス─基礎調査」には，
1999 年調査・2004 年調査のように売上額などの回答の際の抵抗感が強い経理
項目が設けられていなかったので，実地調査の遂行は相対的に容易であったと
いえる。

 9） 大阪府・福岡県・鳥取県・熊本県・京都府において事業所名簿・調査票の紛
失事件が，愛媛県において調査票の詐取事件が報道された。産業経済新聞社
（2009a）毎日新聞社（2009a）西日本新聞社（2009）大阪市（2009）読売新聞
社（2009a）産業経済新聞社（2009b）読売新聞社（2009b）愛媛新聞社（2009a）
読売新聞社（2009c）産業経済新聞社（2009c）読売新聞社（2009d）愛媛新聞
社（2009b）毎日新聞社（2009b）読売新聞社（2009e）毎日新聞社（2009c）読
売新聞社（2009f）日本海新聞社（2009）読売新聞社（2009g）

 10） 除外される事業所は，「農林漁家に属する個人経営の事業所，家事サービス業
及び外国公務に属する事業所」である。

 11） 民間の個別事業所用の調査票とは別の調査票が，企業の本社を対象にした調査，
インターネット経由の調査および国および地方公共団体が設けた事業所の調査
には用いられている。

 12） ③の方式は，傘下に支所を 10 以上持つ企業の本所事業所が対象として想定さ
れていた。
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 13） 総務省・都道府県・市区町村による直轄調査対象企業 15007 社のうちインター
ネットによって回答した企業は 40％であった。経済センサス─基礎調査に関す
る研究会（2011）

 14） ①の方式で使用される調査票の事業所への配布期間は 6月中旬以降，回収期間
は 7月末までと計画されていた。秋田市（2009）なお，この実地調査の期間に
おいて調査員の活動を妨げる自然災害などは特に報告されていない。

 15） 2009 年「経済センサス─基礎調査」が把握した「事業内容等不詳の事業所」を
除く民営事業所約 588.6 万ヶ所のうち調査票の表（おもて）面だけの記入でよ
い事業所（他の事業所の支所である事業所・他に事業所を持たない企業の単独
事業所）は，約 137.5 万ヶ所であった。

 16） 日本統計協会『統計』誌 2009 年 5 月号掲載の各記事参照。
 17） 「事業所・企業統計調査」から得られた事業所・企業名簿は，厚生労働省「毎

月勤労統計調査」・経済産業省「特定サービス産業実態調査」・日本銀行「企業
短期経済観測調査」など多数の標本調査において母集団リストとして利用され
ている。

2　事業所を客体とする統計調査の実施環境と本稿の考察方法

　2009 年「経済センサス─基礎調査」の結果の立ち入った検討を行う前に

全国の事業所の最近の全般的な状況，事業所を調査客体とする統計調査のう

ち回収率が公表されているものの状況および本稿の考察方法を簡単にみてお

きたい。

　「事業所・企業統計調査」・2009 年「経済センサス─基礎調査」の実地調

査では前回調査によって把握された事業所の名簿が実地調査において利用さ

れているので，前回調査時から同じ場所で存続して活動している事業所が多

いほど，実地調査は容易になったと考えられる。

　表 2－ 1は，2006 年「事業所・企業統計調査」・2009 年「経済センサス─

基礎調査」が把握した新設・廃業の状況（両者とも事業所の移転の場合を含

む）を示したものである。

　2006 年「事業所・企業統計調査」では 5年前の調査時点以降の新設率は

約 24％に達しており，廃業率も 30％を超えていた。2009 年「経済センサス
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─基礎調査」でも 3年前の前回の調査以降の新設率は約 10％に，廃業率も

約 17％に達している。なお，「事業所・企業統計調査」では，調査員が担当

調査区内で新たに把握した事業所だけを新設事業所と定義していたのに対

し，2009 年「経済センサス─基礎調査」ではこのほか登記情報などから開

表 2－ 1　民営事業所の新設率・廃業率
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設時期の情報が得られた事業所をその時期が 2006 年以前であれば（新設で

はなく）存続事業所として扱っている。

　また，2009 年「経済センサス─基礎調査」では「情報通信業」「医療，福祉」

「宿泊業，飲食サービス業」など特定の業種において新設率・廃業率が高かっ

た 1）。したがって，このような業種の事業所が集中している大都市では新設

率・廃業率がともに 30％以上に達しており，大都市の中心部の区の中には

両者とも40％以上の地域がある2）。このように新設率・廃業率が非常に高く，

前回調査から存続している事業所が少ないので，前回調査の結果から作成さ

れた事業所名簿の利用だけでは，大都市中心部の事業所の完全な把握は非常

に難しいことがわかる。

　さて，「事業所・企業統計調査」「経済センサス─基礎調査」では対象事業

所とは別の場所に所属する企業の「本所・本社・本店」（以下では「本所」

という）が所在する場合には，企業内の「支所・支社・支店」（以下では「支

所」という）3）と位置づけられている。そのような事業所では統計調査に対

する回答のような間接業務の担当者が「本所」と比べて少ないのが通例であ

るので，統計調査に対応する能力は一般に低いと考えられる 4）。

　表 2－ 2は，「事業所・企業統計調査」および「経済センサス─基礎調査」

によって把握された「支所」5）である事業所の実数と比率の推移を示したも

のである。「支所」の比率は継続的な増加傾向にあり，2009 年調査では，全

国の民営事業所の約23％を占めていた。これは28年前の調査と比べて倍増，

10年前の調査と比べて約3割の増加を意味する。特に大部分の大都市では「支

所」の比率が全体の 4分の 1を超えており，実地調査の困難度を増大させる

要因と考えられる。なお，京都市・東京都区部・大阪市などでは「本所」「単

独事業所」の比率が他の大都市と比べてかなり高いため「支所」の比率はや

や低くなっている。

　また，「派遣従業者のみの事業所」6）も全国で民営事業所全体の約 0.26％（約

1.5 万か所）と少数ではあるものの，その事業所を設置した企業の従業員が

まったく勤務していないので，回答を得る際に他の事業所と比べて困難が大
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きいのではないかと推測される。

　このほか実地調査における事業所の把握漏れの問題がある。把握漏れはさ

まざまな原因から生じていると考えられるが，外観から住居などの事業活動

以外の目的で専ら使用されている建物（の一部）と調査員によって判断され

てしまった場合に主に発生するのではないかと推測される。このような外観

の事業所の状況の手掛かりとなる「事業所の形態」という項目は 1981 年～

2006 年の「事業所・企業統計調査」の調査票に調査員が記入するものとし

て設けられていたが，2009 年「経済センサス─基礎調査」では削除されて

いる。

　そこで 2009 年「経済センサス─基礎調査」における対象事業所の状況を

知る次善の策として 2006 年までの「事業所・企業統計調査」のこの項目に

よって把握できた事業所のうち外観が住居と類似していると調査員が判断し

た「外見上一般の住居と区別しにくい事業所」7）の状況をみてみよう。表 2

－ 3 には，「外見上一般の住居と区別しにくい事業所」数の 1981 年～ 2006

年調査における実数の推移と 2006 年調査が把握した地域別・業種別の事業

表 2－ 2　支所・支社・支店の比率 1）
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所総数（「事業内容等不詳の事業所」を除く）に占める比率を示した。この

うち実数は 1991 年以降やや減少気味であったが，比率は各年次とも 1割程

度であった。2006 年の結果を業種別にみると，不特定の顧客に事業所の存

在を知らせる必要性が低い「不動産賃貸・管理業」「道路旅客運送業」「設備

工事業」などの業種（小規模な不動産賃貸業者・工事業者，個人タクシーな

ど）の事業所において該当率が高く，これらのうち都市部に多い業種の事業

所が全国総数の大半を占めている。事業所ごとの従業者数の業種別平均は都

市部に立地しない「漁業」「林業」「水運業」を除いてきわめて少ない。個人

事業主の自宅兼用が多い零細規模の事業所が脱落しやすいことを示唆してい

るといえよう 8）。

　このように事業所・企業を調査客体とする統計調査において事業所・企業

による協力の確保は近年非常に困難になっている。その背景には，上述の事

情のほかに調査客体である事業所・企業における統計調査への回答の際の記

入作業の負担感および情報提供に伴う被害・不利益への不安感の増大などが

作用していると考えられる。特に零細規模の事業所では，調査結果への関心

も一般に弱いと考えられるので，統計調査に対する協力度は総じて低いとみ

表 2－ 3　外見上一般の住居と区別しにくい事業所
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てよいだろう。

　ここでこのような実地調査の状況に対する実施機関の対応をみてみよう。

表 2－ 4は，最近実施された統計調査自体の改廃・実施方法の変更などの状

況を示したものである。ここには示さなかった調査項目の削減 9）・事業所の

名称・住所の調査票へのプレプリント・広報の強化など様々な措置も導入さ

れているが，大きな変更は一定規模以上の企業（の「本所」）を調査客体と

する調査に関するものが主であり，実地調査が最も困難と考えられる零細な

事業所の協力確保に対する効果は限定的ではないかと考えられる。

　表 2－ 5に「経済センサス─基礎調査」と同じく事業所を調査客体とする

2009 年前後に実施された調査のうち回収率が公表されているものの水準（お

よび 3年前との変動）を示した。回収率を 3年前と比較できる調査では，全

般に低下傾向を示している。調査項目・調査方式および調査客体の属性など

の相違はあるものの，「経済センサス─基礎調査」の実地調査においてみら

れた問題と同様の状況がこれらの調査の実地調査にも作用していると考えら

れる。

表 2－ 4　事業所を調査客体とする統計調査の改廃・変更などの状況
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　つぎに本稿で行う考察の方法に触れておきたい。多くの統計調査ではその

調査の規定に該当する客体総数に対する回収率が表 2－ 5のように公表され

ており，実地調査の遂行状況の指標として利用できる。しかし，2009 年「経

済センサス─基礎調査」の結果については 2011 年 12 月現在回収率が公表さ

れていないので，以下ではその代用として把握された事業所・企業・従業者

の実数についての過去の時点および前後の時点の調査結果との比較および調

査項目別の「不詳」10）の発生率の検討などによって分析を行う。

　次節において 2009 年「経済センサス─基礎調査」の集計結果の立ち入っ

た分析を行う前に，ここでは実地調査による事業所の把握状況を概観してお

きたい。図 2－ 1 は，実地調査による事業所の把握状況を模式図として示

したものである。「事業内容」などの調査項目の大部分について所定の情報

が調査票の記入内容から得られた民営事業所を図の A・Bの部分とし，この

うち事業所の形態が「外見上一般の住居と区別しにくい事業所」を同じく B

の部分とした 11）。（調査員による把握ではなく）「本所」から提供された情

報および行政情報を利用する今回導入された方法によって把握された事業所

を Cとした。調査員が担当調査区内でその存在を把握したにもかかわらず，

非協力などにより調査票が事業所から回収できなかったために事業内容など

大半の調査項目が「不詳」であった事業所を同じく Dの部分とした（「事業

内容等不詳」の事業所は民営の事業所にだけ発生している）。さらに調査員

表 2－ 5　事業所を調査客体とする他の統計調査の回収率
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が担当調査区内でその存在さえ把握できず，所属企業の「本所」からの情報・

行政情報からも把握できなかった事業所を同じく Xと表示した（Xに分類

される事業所の一部は，把握されて Bに分類された事業所と外観・事業内

容などが類似している可能性が高いと考えられる）。このほかに国・地方公

共団体が設けた事業所 12）（図 2－ 1では省略）が存在する。

　図 2－ 1 の各区分に分類される事業所数の比率をみてみよう。2009 年調

査によって把握された民営事業所の総数（A・B・C・D）を 100％とすると，

Dの事業所数は総数の約 5％に相当する 13）。Cの事業所数および比率は公表

されていない。調査結果として公表されているほとんどの集計表では A・B・

Cの事業所の合計だけが表章されており，Dの事業所は事業所の実数だけに

関する特定の集計表 14）だけに含まれている。なお，A・B・Cの事業所の中

には，調査票の無記入などのために生じた「事業内容」以外の調査項目が「不

詳」の場合が含まれている。

注

 1） 「複合サービス事業」に属する事業所も新設率・廃業率が高いが，2009 年に把
握された約 3.9 万か所のうち約 2.4 万か所を占める郵便関係の事業所の変動に
よる影響が大きい。

図 2－ 1　事業所を対象とする全数調査における民営事業所の把握状況
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 2） 次節において詳しく考察するように，大都市中心部の地域では所在事業所の絶
対数が多く，必要な調査員も多い。

 3） 各年次の「事業所・企業統計調査」・2009 年「経済センサス─基礎調査」にお
ける「支所・支社・支店」の規定は「他の場所にある本所（本社・本店）の統
括を受けている事業所」となっている。

 4） 総務省統計局統計基準部（2000）
 5） 「支所」である事業所における「不詳」の発生率は，次節において示すように「本

所」よりも高い。
 6） 「派遣・下請従業者のみの事業所」は 2001 年には約 6千か所，2004 年には約 7

千か所，2006 年には約 6千か所であった。
 7） 2006 年「事業所・企業統計調査」に設けられていた登記上の会社成立の年月，

会社の合併・分割の年月，電子商取引関連項目は 2009 年「経済センサス─基
礎調査」では削除されている。

 8） 2006年「事業所・企業統計調査」による「外見上一般の住居と区別しにくい事業所」
の規定は，いくつかの地方自治体の統計主管課の説明では「大工，家内工業な
ど住宅を事業所としたもので，事業所を表示する看板などがなく，簡単に事業
所であることを見分けることができない事業所，また，個人タクシー，行商な
ど自宅を拠点としているものも該当する」とされており，調査員はこのような
説明に従って判断したものと考えられる。徳島市情報推進課（2006）など

 9） 総務省統計局の関係者も「小規模な事業所が漏れやすい面があることは否定で
きない」と指摘している。松井（2008）

 10） 「従業者総数」「経営組織」「本所・支所の別」「外国資本比率」「国内・海外別
常用雇用者数」「親会社・子会社等の有無」などの大部分の調査項目では「不詳」
該当数が集計表に含まれていない。

 11） 国・地方自治体が開設している事業所用の調査票には「事業所の形態」の項目
はない。

 12） 独立行政法人が設けた事業所は，2006 年調査以降民営事業所に含まれている。
 13） この種の事業所は 1999 年調査以前においても存在は把握されていたが，2001

年以降の調査から実数の集計が公表されるようになった。統計審議会（2000）
 14） 全国集計の第1表・第13表，都道府県別集計の第1表などにだけ含まれている。

総務省統計局（2011b）

3　把握された事業所数および事業所単位の集計項目の精度の状況

　本節では，2009 年「経済センサス─基礎調査」結果の精度の状況のうち
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把握された事業所数および事業所単位の集計項目について考察する。

　まず事業所側の非協力などのために事業内容などが把握できなかった事業

所の状況をみてみよう。図 2－ 1 に関連して触れたように，2001 年以降に

実施された「事業所・企業統計調査」では事業所から回収された調査票の記

入内容が十分でない場合などは「事業内容等が不詳である事業所」としてカ

ウントされ，その数が公表されている 1）。

　表 3－ 1に「事業所・企業統計調査」における「事業内容等が不詳である

事業所」数の推移を示した。2001 年調査では約 14 万，2004 年調査では約

19 万，2006 年調査でも約 18 万であった。この区分の事業所数は 2009 年「経

済センサス─基礎調査」では約 31 万に達しており，図 2－ 1に示したように，

把握された民営事業所総数に対して約 5％に相当する。

　この「事業内容等が不詳である事業所」の 2009 年「経済センサス─基礎

調査」における地域別発生状況をみてみよう。表 3－ 2には民営事業所の総

数に対する発生率が高い上位 21 府県・政令指定都市（発生率 5％以上）を，

表 3－ 3 には同じく発生率が高い 22 区町村（発生率 10％以上）を示した。

都道府県別にみると大都市所在都県の発生率が高く，区町村別にみると大都

市の中心部の区の発生率が特に高い。このような傾向は，「事業所・企業統

計調査」の 2001 年調査・2004 年調査・2006 年調査にもみられる。すでにみ

たように大都市中心部の市区では事業所の新設率・廃業率がともに特に高

表 3－ 1　調査結果に「不詳」が発生した民営事業所数
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い。表 3－ 3 の地域の大半では 2009 年「経済センサス─基礎調査」におけ

る新設率が概ね 8％を，廃業率が概ね 18％を超えている（全国についての新

設率は約 7％，廃業率は約 17％であった）。また，これらの地域では，前回

調査の時点から存続している事業所が少ないだけでなく，事業所の絶対数が

非常に多く，営業時間が夜間だけで従業者の不在時間が長い事業所 2）も多

数立地しているので，実地調査は全般に非常に困難であったと推測される 3）。

大都市中心部は居住者が少ないので，地区外からの大量の調査員を動員しな

ければならないという問題もある。表 3－ 3 に示した区町村の約半数では

1 km2 当たりの民営事業所数が 1,000 か所を超えている 4）。

　つぎに 2009 年「経済センサス─基礎調査」において実地調査が最も困難

であったと考えられる大都市の状況を小地域に細分して検討してみてみよ

う。表3－4は，東京都および政令指定都市において把握された事業所数（「事

表 3－ 2　「事業内容等不詳」事業所の比率
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業内容等不詳」の事業所を除く）が 2006 年「事業所・企業統計調査」と比

べて 100 以上減少した町丁および所在区市の状況を示したものである。区市

全体の事業所数が増加または微減であっても特定の町丁だけが大幅に減少し

ており，事業所数の大幅な減少は営業時間が夜間だけの飲食店が多数立地し

表 3－ 3　「事業内容等不詳」の事業所が高率の区町村
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ている特定の地域に集中していると推測される 5）。このような大幅な減少が

事業所の実際の廃業・再開発に伴う一時的な閉店・町丁域の変更などによっ

て生じた可能性もあるが，大部分は調査票の記入・提出に対する事業所側の

非協力のためではないかと考えられる。このことから 2009 年「経済センサ

ス─基礎調査」の結果に含まれている大都市中心部の事業所数の減少の一部

表 3－ 4　事業所数が 100 以上減少した町丁と所在行政区の事業所数の変動
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は「事業内容等不詳」となった事業所の増加によって生じたのではないかと

いえよう。

　つぎに「事業内容」以外の項目が「不詳」であった事業所の 1981 年以降

の発生状況をみてみよう（表 3－ 5）。

　まず「事業所の開設時期」は，調査票に設けられた数期間の選択肢から選

ぶ（最新の期間に開設された事業所の場合はさらに年単位で記入する）回

答形式であるので，記入自体は容易である。したがって，「不詳」の大部分

は無記入によるものと考えられる。「事業所の開設時期不詳」の発生数は，

1991 年以前の調査では数百件であったが，1996 年調査では 1万件を超え，

2001 年調査には約 6.1 万件まで増えた。2006 年調査では約 4.2 万件（「事業

内容不詳」を除く民営事業所総数の約 0.7％に相当）とやや減少したものの，

2009 年「経済センサス─基礎調査」では約 8.6 万件（同約 1.5％に相当）ま

で増加した。

　この「開設時期不詳」の 2009 年「経済センサス─基礎調査」における発

生率を，「本所」「支所」別にみてみると，「支所」（4.12％）では「不詳」率

が「本所」（0.40％）の約 10 倍の水準であり，また規模が小さい「支所」ほ

表 3－ 5　個別項目の「不詳」の推移
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ど「不詳」率が比較的高い（「従業者 1～ 4人の支所」では 4.46％）。

　また，各年次の調査とも企業内での地位を「支所」と回答した事業所の場

合には，「本所」の名寄せ作業のために調査票への「本所の名称・所在地」

の記入が求められている。

　この項目の記入内容に不備があった「本所の所在地不詳の支所」は，1990

年代の「事業所・企業統計調査」では全国で毎回千数百件であったが，

2001 年調査において 94 と減少したのち，2006 年調査では 4,435（対「支

所」総数 0.4％）と増加していた。2009 年「経済センサス─基礎調査」では

193,234（対「支所」総数 16.1％）とさらに大幅に増加した。

　つぎに 2009 年「経済センサス─基礎調査」において「事業内容等不詳」

として大部分の集計表から除外されている事業所以外の事業所について 5つ

の調査項目における「不詳」の発生率の水準を全国および所在地域別にみて

みよう（表 3－ 6）。

　全国についての「不詳」率は「本所の所在地」を除く 4項目では 2％未満

表 3－ 6　「事業内容など不詳」の事業所以外における「不詳」発生状況
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である。また「資本金額不詳」以外の項目では，いずれも「不詳」が大都市

において全国よりも高率であり，表 3－ 3においてみたように大都市の中心

地域においてとくに高い。他方，「資本金額不詳」の発生率は全般に低く 6），

顕著な地域差は認められない。

　つぎに，「不詳」率が非常に高い「本所の所在地」の項目について検討し

てみよう。表 3－ 7 には，「支所」のうち名寄せが可能であった事業所の比

表 3－ 8　本所の所在地が不詳である支所事業所の業種

表 3－ 7　支所からみた名寄せ可能率
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率を 1972 年以降の「事業所統計調査」「事業所・企業統計調査」の結果に

ついて示した。名寄せ可能率は 2006 年調査までは継続的に低下しており，

2006 年調査では約 75％であった。2009 年「経済センサス─基礎調査」の結

果において直接相当する集計は 2011 年 12 月現在公表されていないが，「本

所の所在地」の都道府県が「不詳」ではなかった「支所」がこれに相当する

とみなせば約 84％となる。

　2009 年調査において「本所」の所在地が「不詳」であった「支所」であ

る事業所は上述のように全体の約 16％（約 19.3 万）に達しており，各大都

市，とくに中心部において高率となっている。産業大分類別にみると，「卸

売・小売業」（事業所数約 6.5 万）・「宿泊業，飲食サービス業」（同約 3.3 万）・

「製造業」（同約 2.1 万）・「生活関連サービス業，娯楽業」（同約 1.9 万）・「建

設業」（同約 1.2 万）が多い。このうち該当事業所数が多い産業中分類を表 3

－ 8に掲げた。サービス関連を中心とする特定の業種において「本所の所在

地不詳」の事業所が非常に多いことがわかる。

注

 1） 2006 年調査において「事業内容等不詳の事業所」の比率が 8％以上であった市
区は，横浜市中区 17.9％・東京中央都区 15.9％，大阪市北区 12.3％・同淀川区
12.1％，横浜市西区 9.9％，大阪市西区 9.3％，東京都豊島区 9.0％，川崎市川崎
区 8.3％，横浜市港北区 8.0％，京都市中京区 8.0％，大阪府高槻市 8.0％，川崎
市高津区 8.0％などであった。

 2） 同様の事情から，すべての分類の飲食店が 1992 年調査を最後に商業統計調査
の対象外となった。

 3） 「事業内容等不詳の事業所」の町丁別の集計は 2011 年 12 月現在公表されてい
ない。

 4） 所在事業所の絶対数が少ない埼玉県菖蒲町・東京都日の出町・鳥取県日吉津村
でも，「事業内容等不詳」の事業所が増加しているが，これは新設率が非常に
高いためであろう。

 5） 各地域の保健所による許可を要する「一般飲食店」「バー・キャバレー」など
の食品衛生営業施設数は，大部分の地域において 2006 年度末～ 2009 年年度末
には増加または微減となっている。
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 6） 登記簿から得られた情報も利用しているので，「不詳」が低率になったと考え
られる。

4　把握された従業者数の精度の状況

　つぎに，「事業所・企業統計調査」「経済センサス─基礎調査」が把握した

事業所に所属する従業者数についての結果を，世帯を調査客体とする「労働

力調査」の就業者数と比較してこの項目の精度の状況を検討してみよう。表

4－ 1には 2001 年・2006 年「事業所・企業統計調査」および 2009 年「経済

センサス─基礎調査」による「非農林漁業」事業所の男女別従業者数を，同

時期を対象とする「労働力調査」による「非農林漁業就業者」数の結果と対

比した 1）。

　「事業所・企業統計調査」「経済センサス─基礎調査」と「労働力調査」の

実施体制を見ると，前二者が実地調査に不慣れな市区町村の統計主管課と調

査員によって遂行されたのに対して，「労働力調査」は管理体制が相対的に

整っている都道府県の統計主管課と比較的訓練度の高い少数の調査員によっ

て毎月遂行されている。

　また，個人が調査期間において複数の事業所で就業している場合は，「事

業所・企業統計調査」「経済センサス─基礎調査」ではそれぞれの事業所で

従業者としてカウントされるのに対して，個人の就業状態を対象としている

「労働力調査」では「一番長い時間した仕事」の事業所が属する産業だけで

しか「就業者」としてカウントされない。したがって，複数の事業所で仕事

に従事している人数の分だけ「労働力調査」の就業者数は「事業所・企業統

計調査」「経済センサス─基礎調査」の「従業者」数より少なくなるはずで

ある 2）。

　「事業所・企業統計調査」の 2001 年分・2006 年分についての男女別「非

農林漁業従業者」の結果は，2001 年分の女性を除いて「労働力調査」の結

果を 3％～ 6％下回っている（2001 年分の女性だけは「労働力調査」の結果
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表 4－ 1　非農林漁業従業者数（就業者数）の労働力調査との対比
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を 2％上回っている）。

　また，「従業上の地位」別にみると，「個人業主」「家族従業者」「臨時雇用者」3）

において男女とも「労働力調査」による把握数を両年次ともそれぞれ 4割か

ら 6割下回っている。他方，女性では「有給役員」「常用雇用者」において「労

働力調査」を両年次ともそれぞれ 3割以上上回っている。男性では「常用雇

用者」4）の把握数が 2001 年の「労働力調査」による把握数に対する上回りか

ら 2006 年では下回りに変化した。

　他方，2009 年「経済センサス─基礎調査」が把握した「非農林漁業・従業者」

の結果は，女性では「労働力調査」の結果をかなり上回っており（約 156 万

人，6.1％），男性でもやや上回っている（約 56 万人，1.6％）。

　「従業上の地位」別にみると，「個人業主」「家族従業者」「臨時雇用者」に

おいて男女とも「労働力調査」による把握数を大幅に下回っている。男性で

は「有給役員」「常用雇用者」の差はやや小さいが，女性では「有給役員」「常

用雇用者」において「労働力調査」を大幅に上回っている。人数が最も多い

「常用雇用者」について 2006 年分と比べると，男性では「労働力調査」によ

る把握数に対する下回りが上回りに変化し，女性では上回り幅が約 2倍と

なっている。このような両調査間の相違の状況は，「経済センサス─基礎調査」

において一定規模以上の企業の本社からの情報の利用を導入したので「常用

雇用者」の把握数が増加したために生じたのではないかと考えられる。

　さらに，業種別にみると，50 万人以上の大きな差が次の区分にみられる。

男性では「経済センサス─基礎調査」による把握数は「建設業」（差 78 万人）

「製造業」（差 57 万人）において少なく，「卸売・小売業」（差 125 万人）「宿

泊業，飲食サービス業」（差 76 万人）における把握数が多い。同じく女性で

は「経済センサス─基礎調査」による把握数は「宿泊業，飲食サービス業」（差

103 万人）・「卸売・小売業」（差 61 万人）において多い。

　すでに述べたように「経済センサス─基礎調査」では複数の事業所で従業

している場合にはそれぞれの事業所においてカウントするので，「労働力調

査」が把握した「就業者」数よりも「経済センサス─基礎調査」の「従業者」



̶  24  ̶

2009 年「経済センサス─基礎調査」結果の精度について（山田）

数は多くなるはずである。しかし，「経済センサス─基礎調査」による結果

は「労働力調査」の結果と比べて副業としての従業者が多い業種を除いて少

なくなっている。このような両調査の相違の状況から 2009 年「経済センサ

ス─基礎調査」による把握から自営業を中心とする小規模事業所の従業者な

どが相当数脱落しているのではないかと推測される。

注

 1） 2001 年 9 月分・2006 年 9 月分・2009 年 6 月の「労働力調査」の結果は総務省
統計局（2011a）から引用した。

 2） 2007 年 10 月に実施された「就業構造基本調査」の結果によれば，「副業」に従
事する「有業者」は，男性では 153.0 万人，女性では 108.7 万人であった。総
務省統計局（2008b）

 3） 「経済センサス─基礎調査」「事業所・企業統計調査」における「臨時雇用者」
の定義は，「常用雇用者以外の雇用者で，1か月以内の期間を定めて雇用されて
いる人又は日々雇用されている人をいう。」である。

 4） 「経済センサス─基礎調査」「事業所・企業統計調査」における「常用雇用者」
の定義は，「期間を定めずに雇用されている人若しくは 1か月を超える期間を
定めて雇用されている人又は調査日前 2か月間でそれぞれ 18 日以上雇用され
ている人」である。

5　把握された企業数および企業単位の集計項目の精度の状況

　本節では，2009 年「経済センサス─基礎調査」結果のうち把握された企

業数および企業単位の集計項目の精度の状況を考察する。

　まず 2009 年「経済センサス─基礎調査」が把握した企業数自体を，活動

中の企業数に関する他のデータ（国税庁・財務省・民間の信用調査機関によ

る把握）と比較してみよう。

　表 5－ 1には資本金階級別に「国税庁による把握数（統計調査の名称は「平

成 21 年度会社標本調査」）」と対比した。「国税庁による把握数」は「会社

標本調査」において母集団として利用されている企業の総数であり，これは
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2009 年 4 月から 2010 年 3 月末までの 1年間に事業年度末を迎えた法人が提

出した確定申告書に基づくものである 1）。年度内に生じた企業数の変動も考

慮しなければならないが，各年度の企業総数は，2000 年度から 2009 年度を

みる限り約 253 万社～約 262 万社という比較的小さな範囲でしか変動してい

ない 2）。したがって，2009 年度の「国税庁による把握数」は「経済センサ

ス─基礎調査」の実施時期である 2009 年 7 月に実際に活動していた法人数

に近いとみなしてよいのではないかと考えられる。

　2009 年「経済センサス─基礎調査」の「会社企業」の把握数（約 181 万

社）は，「会社標本調査」の母集団企業数（約 262 万社）よりもかなり少ない。

前者の後者に対する比率は約 69％である。過去の「事業所・企業統計調査」

が同一年次に把握した企業総数に対する比率をみると，「事業所・企業統計

調査」による把握企業数の「国税庁による把握数」に対する比率は 1996 年

の約 69％から 2006 年の約 58％まで低下傾向にあったが，2009 年「経済セ

ンサス─基礎調査」の場合は 1996 年と同じ水準まで回復している。

　しかし，「会社標本調査」の母集団企業数との差は資本金規模が小さい企

業ほど毎回大きく，2009 年調査の場合資本金 500 万円以下の企業では「会

社標本調査」の母集団企業の約 63％に相当する数しか把握していない 3）。

　両調査が把握した企業数を「会社標本調査」の業種分類に揃えて対比を試

表 5－ 1　把握企業数の資本金規模別比較
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みる（表 5－ 2）と，一部の業種については両調査の対応は不完全であるも

のの，「鉱業（「会社標本調査」の母集団企業数に対する比率は約 50％）」「金

融保険業（同約 56％）」「不動産業（同約 59％）」などにおいて大きな差がみ

られる。

　また，2000 年以降の「国税庁による把握企業数」は，同じ範囲の企業を

対象とする財務省「法人企業統計調査」の母集団企業数 4）よりも数％少な

い水準で推移している 5）。「法人企業統計調査」から得られた企業名簿は，

財務省と内閣府が共管で実施している「法人企業景気予測調査」において母

集団名簿として利用されている。他方，「事業所・企業統計調査」から得ら

れた企業名簿は，「法人企業統計調査」が「金融保険業」の企業を対象とし

ていなかった 2007 年度以前の時期だけにしか「法人企業景気予測調査」に

おいて「金融保険業」の母集団企業名簿として利用されていない。「法人企

業統計調査」から得られた名簿のカバレッジの方が高いと評価されているの

表 5－ 2　把握企業数の業種別比較
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であろう 6）。

　さらに，個別企業の信用情報を収集している調査機関による把握企業数も

「経済センサス─基礎調査」「事業所・企業統計調査」の把握数を上回ってい

る。東京商工リサーチ社は信用情報を提供できる全国の個別企業数を 2009

年 9 月現在約 225 万社とし 7），帝国データバンク社は企業コードを付与した

全国の個別企業数を 2010 年 11 月現在約 200 万社としている 8）。

　以上のような比較の結果から 2009 年「経済センサス─基礎調査」が把握

した企業は，実地調査の時点で実際に活動していた企業と比べてかなり少な

いのではないかと推測される 9）。

　つぎに「経済センサス─基礎調査」の企業単位の集計項目の「不詳率」の

状況をみてみよう。表5－3は，「不詳率」が高い業種の状況をみたものである。

　項目別では「支所数」「決算月」が高い。「資本金」の項目では，「教育，

学習支援業」「電気・ガス」「生活関連サービス業，娯楽業」などの企業にお

いて全体の「不詳率」と比べて高くなっている。「決算月」の項目では，「教

育，学習支援業」「宿泊業」「生活関連サービス業，娯楽業」などの企業にお

表 5－ 3　産業別「不詳｣ 発生状況
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いて全体の「不詳率」と比べて高くなっている。「支所数」の項目では，「教

育，学習支援業」「電気・ガス」「生活関連サービス業，娯楽業」などの企業

において全体の「不詳率」と比べて高くなっている。

　表 5－ 4は，資本金規模別に 3つの調査項目における「不詳」率を示した

ものである。「資本金不詳」の企業では各項目ともほとんど「不詳」となっ

ており，回答に対する協力がまったく得られなかった結果ではないかと考え

られる。「支所数」の項目では小規模企業ほど「不詳」率が高くなっている。

逆に「決算月」の項目は資本金規模が大きい企業ほど高くなっている。「経

済センサス─基礎調査」が実施された時期に大規模企業の一部では四半期決

算の導入が検討されていたので，「不詳」率が高くなった可能性がある。「従

業者の男女別」の項目だけは，全規模において「不詳」率はきわめて低い。

なお，常用雇用者数の規模別の「不詳」率も，資本金規模別とほぼ同様の傾

向となっている。

注

 1） 2009 年 4 月 1 日から 2010 年 3 月 31 日までの間に終了した調査対象法人の各事
業年度（この間に事業年度が 2回以上終了した法人にあってはその全事業年度）

表 5－ 4　企業項目の不詳
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を対象として，2010 年 7 月 31 日現在でとりまとめている。税務署に提出され
た対象事業年度分の法人税の確定申告書等に基づいて作成されたものである。
調査対象の範囲は株式会社（旧有限会社を含む。）・合名会社・合資会社・合同
会社・協業組合・特定目的会社・企業組合・相互会社・医療法人 261 万 7064
法人である。このうち企業組合（1748）・相互会社（6）・医療法人（46101）を
除く法人数は，約 256.9 万社である。国税庁（2011）

 2） 「会社標本調査」の対象期間は，2006 年にそれ以前の「2月～翌年 1月」から「4
月～翌年 3月」へ変更されたが，この変更による企業総数の相違は約 400 社に
すぎなかった。

 3） 国税庁（2011）によれば，2009 年度についての法人による消費税の納税申告件
数（2010 年 6 月現在の申告）は，194 万 0817 件となっている。消費税の納税
申告を行わなかった法人を含めると，2009 年度には 200 万社以上の法人が活動
していていたと考えられる。2009 年度にはこのほかに個人事業者による納税申
告件数が 139 万 1202 件記録されている。

 4） 「法人企業統計調査」の対象企業名簿に登録されている企業数を指す。
 5） 2010 年 3 月 31 日を基準日として実施された「経済産業省企業活動基本調査」

の対象企業数（資本金または出資金 3,000 万円以上，従業者 50 人以上，農林業・
建設業・運輸業など一部業種除外）36,843 社は，2009 年「経済センサス─基礎
調査」による同一属性の把握企業数とほぼ同程度である。なお，2010 年「経済
産業省企業活動基本調査」の回収率は 84.4％であった。経済産業省（2011a）

 6） 総務省政策統括官（2008）財務省（2011）
 7） 東京商工リサーチ（2009）
 8） 帝国データバンク（2011）
 9） 2001 年調査が把握した企業数についての同様な点は松田（2003）山田（2003b）

松田（2006）などによって指摘されている。

6　むすびにかえて

　本稿の考察には，関連データの入手の制約などから一定の限界があるもの

の，次のように要約できる。2009 年「経済センサス─基礎調査」の結果の

精度は，一定規模以上の企業の本社からの情報や登記情報の利用などの新し

い方式が相当な効果をあげているものの，事業所側の回答に対する意欲の全

般的な減退傾向を受けて大都市に所在する事業所，零細規模の事業所・特定
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業種の企業などの把握の程度・回答内容などにおいて問題がかなり深刻化し

ているのではないかと考えられる。したがって，調査結果の利用の際には以

前よりも注意が必要といえよう。また，本稿では親子関係にある企業数など

については触れることができなかった。これらの点については，早い機会に

再度とりあげることにしたい。
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